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 事故総件数

（R7.4 現在） 

関与件数 

（件） 

関与率

（％） 

高齢者関与事故 

４１７ 

１３４ 32.1 

子ども関与事故 ２３ 5.5 

自転車関与事故 ２０１ 48.2 

二輪車関与事故 ８９ 21.3 

 事故発生件数 死傷者数 

合計 
死亡 

事故 

重傷 

事故 

軽傷 

事故 
合計 死亡者 重傷者 軽傷者 

板橋区 ９５ ０ ４ ９１ １０７ ０ ４ １０３ 

区
内
警
察
署
別 

板橋署 ３０ ０ ２ ２８ ３６ ０ ２ ３４ 

志村署 ３６ ０ ２ ３４ ３９ ０ ２ ３７ 

高島平署 ２９ ０ ０ ２９ ３２ ０ ０ ３２ 

令和７年４月号 

東京都からの情報をもとに 
作成し、毎月１回配信してい
ます。 
問い合せ 
土木部土木計画・交通安全課            
交通安全・啓発助成係 
☎０３－３５７９－２２９７ 

 

令和６年１１月１日に道路交通法が改正されました。 

●自転車の飲酒運転禁止強化 ●自転車も罰則が適用！！ 

① 携帯電話等を手に持ち通話のため       

 使用し又は、画面に表示された画像 

を手で保持し注視して運転した場合 

罰則：６ヶ月以上の懲役又は１０万円以下の罰金 

② 携帯電話等を使用又は画像を注視しながら運転した

結果、事故などの交通の危険を生じさせた場合      

罰則：１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金 

① 酒気帯び運転をした場合 

 罰則：３年以下の懲役又５０万円以下の罰金 

② 飲酒周辺者三罪に自転車も含まれます。  

・車両提供  

罰則：３年以下の懲役又５０万円以下の罰金 

・酒類提供・同乗罪 

罰則：２年以下の懲役又３０万円以下の罰金 

 

※ 令 和 ７ 年 ４ 月 末 現 在 ま で の     

交通事故発生件数等になります。 

※ 警察署によっては、他区の事故を扱う場合があるため、区別と署別で合計が違う場合があります。 


